
天草市サッカー協会規約 

 

第１章 総 則 

（名称） 

第１条 本会は、天草市サッカー協会と称する。（以下本協会という。） 

 

（目的） 

第２条 本協会は天草市内におけるサッカー競技の健全な普及発展を図ることを目的とする。 

 

第２章 組 織 

（構成） 

第３条 本協会は、次の会員で構成する。 

１．日本サッカー協会制定のサッカー競技規則により、サッカーを行なう団体であって本協

会に加盟登録された会員。 

２．第２条の目的に賛同し、本協会の普及発展に寄与する個人登録会員。 

 

（組織） 

第４条 本協会は次の部会及び専門委員会をもって構成する。 

     １．部会 

       キッズ・ジュニア部会、小学校部会、中学校部会、高校部会、女子部会、社会人部会 

     ２．専門委員会 

       審判委員会、普及技術委員会、フットサル委員会 

 

第３章 事 業 

（事業） 

 第５条 本協会は、第２条の目的を達成するために次の事業を行う。 

１．競技会及び講習会の主催、共催、後援ならびに認可 

２．競技技術・審判技術の指導研究 

３．競技の普及、強化及び広報、宣伝などの活動 

４．天草市体育協会への協力 

５．その他必要な事項 

 

第４章 役 員 

（役員） 

第６条 本協会は次の役員を置く。 

    １．会長      １名 

    ２．副会長     ２名 

    ３．理事長     １名 

    ４．副理事長    １名 

    ５．事務局長    １名 

    ６．部会長    各１名 

   ７．委員長    各１名 

    ８．理事     １３名 

  ９．会計      １名 

 １０．監事      ２名 

  １１．市体協理事  １名 

  １２．市体協評議員 １名（会長が兼務する） 

  １３．専門委員会には、副委員長及び委員を置く  若干名 



（役員の任務） 

 第７条 役員の任務は次の通りとする。 

     １．会長は本協会を代表し、会務を総括する。 

     ２．副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

     ３．理事長は会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に従い会務を遂行する。 

     ４ 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。 

     ５．事務局長は理事長を補佐し、会計業務以外全ての業務を遂行する。 

     ６．部会長（委員長）は部会（委員会）を代表し会務を総括する。 

     ７．理事は会務の審議及び執行にあたる。 

     ８．監事は本協会の会計を監査し、理事会に報告する 

     ９．会計は本協会の会計業務をつかさどる。 

    １０．市体協理事は本市体協での議決権を持ち、本市と本協会との連携をつかさどる。 

    １１．市体協評議員は本市体協での決議事項への承認権限を持ち、本市と本協会との連携を

つかさどる。 

 

（役員の選任） 

 第８条 役員の選任は次の通りとする。 

１．会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、会計、監事、委員長、副委員長、市体

協理事、市体協評議員は執行会議で推薦し、理事会で承認する。 

２．部会長及び理事は各部会で選出する。 

３．専門委員会の委員は委員長の推薦により理事長が委嘱する。 

 

（役員の任期） 

  第９条 役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。欠員の補充より選任された役員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

 

第５章 会 議 

（会議） 

  第１０条 本協会に次の会議を置く。 

      １．理事会 

      ２．執行会議 

      ３．部会総会 

      ４．専門委員会 

 

 （理事会） 

  第１１条 理事会は次の事項を審議し執行する。 

      １．役員の承認 

      ２．事業計画・報告及び予算・決算 

      ３．本協会規約及び規定の改廃 

      ４．専門委員会の設置及び廃止 

５．その他重要事項 

  

 第１２条 理事会は第６条に規定する役員（委員を除く）で構成し、理事の２分の１以上の出席を

もって成立する。 

 

 第１３条 理事会は会長が招集する。ただし、理事の３分の１以上の請求がある時は、これを召集

しなければならない。 

 

 第１４条 議決は出席理事の過半数をもって決定する。ただし、可否同数の場合は理事長がこれを



もって決定する。出席できない理事は委任をもって議決権を行使することができる。 

 

（執行会議） 

 第１５条 執行会議は本協会の事業について連絡、協議をする。 

 

 第１６条 執行会議は会長、副会長、理事長、事務局長、部会長、委員長、会計、市体協理事をも

って構成する。 

  

 第１７条 執行会議は会長が召集する。 

 

（部会総会） 

 第１８条 部会総会は部会長及び理事を選出し、本協会及び部会に関する事項について審議する。 

 

 第１９条 部会総会は部会に所属する加盟団体をもって構成する。ただし、第６条に規定する役員

は出席し意見を述べることができる。 

 

（専門委員会） 

 第２０条 専門委員会は、委員長、副委員長及び若干名の委員をもって構成し、本協会の事業を遂

行するために必要な事項を調査研究し執行する。 

 

第６章 会 計 

（登録料） 

 第２１条 本協会の加盟団体は個人登録料を、個人会員は会費を次のとおり納入しなければならな

い。 

     １．キッズ・ジュニア  無料 

     ２．小学校       無料 

     ３．中学校       無料 

     ４．高等学校      無料 

     ５．社会人       １,０００円／年・人 

     ６．個人会員      ２,０００円／年・人 

 （経費） 

第２２条 本協会の経費は次に挙げるものをもって充当する。 

   １．登録料 

   ２．会費 

   ３．寄付金 

 ４．事業収入 

 ５．補助金 

 ６．助成金 

 ７．その他 

 （会計年度） 

  第２３条 本協会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第７章 郡市サッカー協会 

 （他団体との協力） 

   第２４条 本協会は、天草管内の各市町に組織されるサッカー協会と連携を図りながら協力する。 

 

第８章 付 則 

   １ この規約は平成１８年４月１日より施行する。 

   ２  この規約は平成２０年４月１日より施行する。 




